
琵琶湖森林づくり事業の概要

Ⅰ 琵琶湖森林づくり事業の位置づけ

琵琶湖森林づくり条例（平成16年4月施行）

全ての県民が、森林づくりに主体的に参画し、長期的な展望に立ち、その多面的機能が持続的に発揮されるよう、緑
豊かな森林を守り育て、琵琶湖と人びとの暮らしを支えるかけがえのない滋賀の森林を健全な姿で未来へ引き継ぐことを
決意し、「琵琶湖森林づくり条例」を施行。

目的
森林の多面的機能(水源かん養、県土の保全、木材等の供
給など森林の有する多面にわたる機能）の持続的発揮

琵琶湖の保全および県民の健康で文
化的な生活の確保に寄与

琵琶湖森林づくり基本計画（平成17年度～平成32年度）

条例の理念の実現に向け、50年、100年先も展望しつつ、施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的
な計画として、“琵琶湖と人びとの暮らしを支える森林づくりの推進”を基本方向とする「琵琶湖森林づくり基本計
画」を策定。

基本方向 琵琶湖と人びとの暮らしを支える森林づくりの推進

基本
施策

基本方針
○森林の多面的機能の持続的発揮に重点をお
いた森林づくり
○県民全体で支える森林づくり

１）環境に配慮した森林づくりの推進
２）県民の協働による森林づくりの推進
３）森林資源の循環利用の促進
４）次代の森林を支える人づくりの推進

滋賀の森林づくり

琵琶湖森林づくり条例の理念と、琵琶湖森林づくり基本計画に基づき、次の2つの事業によって森林づくりを展開。

◇「琵琶湖森林づくり条例」（平成16年4月施行）
◇「琵琶湖森林づくり基本計画」（平成17年4月施行）
◇「琵琶湖森林づくり県民税条例」（平成18年4月施行）
→「琵琶湖森林づくり事業」（平成18年4月スタート）
森林と琵琶湖との関係を重視しながら、公益的機能の高度発揮に重点を置いた「環境重視の森林
づくり」と、広く県民が森林に対する理解と関心を深め、「県民協働による森林づくり」を推進するため、
「琵琶湖森林づくり県民税条例」による財源を原資に実施しています。

「環境重視」「県民協働」という新たな視
点に立つ

□従来からの木材生産を中心とする林業
振興
□治山等の防災事業、病虫獣害対策

従来事業で実施
琵琶湖森林づくり県民税を

活用して実施

琵琶湖森林づくり事業

両輪で展開する森林づくり



Ⅱ 琵琶湖森林づくり事業の施策等

（ⅰ）琵琶湖森林づくり基金の設置

（ⅱ）琵琶湖森林づくり事業の施策体系

（ⅲ）施策の評価について

琵琶湖森林づくり事業は、下記の8つの施策に取り組んでいます。

琵琶湖森林づくり県民税

琵琶湖森林づくりのための
寄付金

全額
積立

琵琶湖森林づくり
基金

必要
額取り
崩し

琵琶湖森林づくり
事業に活用

琵琶湖森林づくり事業の施策の体系

環境を重視した
森林づくり

県民協働による
森林づくり

陽光差し込む健康な森林づくり事業

長寿の森奨励事業

森林を育む間伐材利用促進事業

里山リニューアル事業

協働の森づくりの啓発事業

みんなの森づくり活動支援事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業

森林環境学習「やまのこ」事業

琵琶湖森林づくり事業は、琵琶湖森林づくり県民税および琵琶湖森林づくりのための寄付金は、「琵
琶湖森林づくり基金」に積立てをおこない、琵琶湖森林づくり事業に活用しています。

琵琶湖森林づくり事業は、森林審議会の中で、琵琶湖森林づくり基本計画の進捗管理の中で、
事業の効果や使途の妥当性について評価するとともに、毎年度事業内容を、県広報誌やＨＰなどを
通じて公表しています。


